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取引開始にあたっての確認書 

 

私（口座開設申し込み者が法人の場合には、「当社」と読み替えるものとしま

す。）は、店頭外国為替証拠金取引を行うに際し、貴社から提供された「店頭

デリバティブ取引に係るご注意」「取引約款」「契約締結前交付書面（取引説明

書）」を熟読したうえで、以下に記載されている取引の特徴や仕組み等、取引

に関する内容を十分に理解しましたので、私の判断と責任において、余剰資産

の範囲内で取引を行うことを確認いたします。 

 

リスク確認事項 

 

（１）私は、店頭外国為替証拠金取引は元本が保証された取引でないことを理

解しています。 

 

（２）私は、店頭外国為替証拠金取引は取引対象となる通貨の価格の変動によ

り、損失を被る可能性があることを理解しています。 

 

（３）私は、店頭外国為替証拠金取引は預託すべき証拠金額に比べて取引金額

が大きいことから、取引額に応じ、大きな利益を得る可能性がある反面、

大きな損失が発生し預託証拠金の額を上回るおそれがあることを理解し

ています。 

 

（４）私は、店頭外国為替証拠金取引による損失拡大を防止するため、貴社が

自動的にロスカット取引を実行することを理解しております。また、店

頭外国為替証拠金取引は、為替相場の急変や取引時間外における相場変

動等によって損失額が預託する証拠金の額を上回ることがあり、必ずし

も損失の額を限定するものではなく、この際に発生した不足金額につい

ては、貴社に入金する必要があることを理解しています。 

 

（５）私は、店頭外国為替証拠金取引では、取引システムや通信回線等が正常

に作動しない等により、注文の発注、約定、確認、取消し、照会などが

行えない可能性があり、また、それに起因して損失を被る可能性がある

ことを理解しています。 
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（６）私は、スワップポイントは通貨の組み合わせ毎に異なり、金利等の変動

により付与調整から支払調整に転じる場合があり、また、スワップポイ

ントは事前に通知なく変更される場合があることを理解しています。 

 

（７）私は、店頭外国為替証拠金取引では、売付価格と買付価格にスプレッド

（価格差）があり、為替相場の急変等により、予期せぬ幅でスプレッド

が拡大したり、意図した取引ができない可能性があることを理解してい

ます。 

 

（８）私は、取引手数料は、取引金額 100万円に対し片道最大 25円であり、取

引の都度徴収されることを理解しています。取引手数料は、貴社により、

変更される場合があることを理解しています。 

 

（９）私は、入金に係る手数料はクイック入金利用を除き、自己負担になるこ

とを理解しています。 

 

（１０）私は、店頭外国為替証拠金取引では、注文執行後に当該注文に係る契

約を解除すること（クーリングオフ）ができないことを理解していま

す。 

 

（１１）私は、貴社が取引から生じるリスクを低減する目的で貴社の親会社で

ある Dukascopy Bank SA（監督当局：スイス連邦金融市場監督庁）へカ

バー取引を行っていることを理解しています。 

 

（１２）私は、貴社のカバー取引先が貴社の親会社である Dukascopy Bank SA 

1 社であり、貴社が取引に係る主要システムの管理運営を Dukascopy 

Bank SAに委託しているため、カバー取引先の信用状況や財務状況の悪

化等によりカバー取引停止または業務委託先の業務停止等が発生した

場合には、私と貴社との取引が不可能または制限され継続できない可

能性があることを理解しています。 

 

（１３）私は、貴社が私の預託した証拠金を株式会社 SMBC信託銀行に信託財産

として、自己の資金と区分して管理していることを理解しています。 

 

（１４）私は、店頭外国為替証拠金取引は、値幅制限がない為、為替市場等が

急激に変動した場合や市場の休日を超える場合には、注文価格と成立
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価格にずれ（スリッページ）が発生し、有利なレートで注文が成立す

るだけでなく、不利なレートで注文が成立する場合もあることを理解

しています。 

 

（１５）私は、店頭外国為替証拠金取引に係る税制及び関連法規の変更等によ

り、現状の取引条件より不利な条件での取引となる可能性があること

を理解しています。 

 

 


